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行政 information

▶日時　8 月 5 日🈷

　　　　9 時 30 分～ 11 時 30 分（受付）

　　　　10 時～ 12 時（診察）

▶場所　大館市中央公民館（大館市字桜町南 45-1）

※認め印、身体障害者手帳（すでにお持ちの方の

み）をご持参ください。

問 福祉総務課 地域福祉班 ☎ 30-0238

現
在耕作していない農地（遊休農地・不作付

地）がある方は、草刈・耕起を行うなど、

適正な農地管理をお願いします。

▶実施期間　8 月 20 日火～ 9 月 30 日🈷

▶対象地　市内すべての農地

▶調査方法　農業委員や農地利用最適化推進委員

が巡回します。

※農地内に立ち入ることやお話をお伺いすること

もありますので、ご理解とご協力をお願いします。

問 農業委員会事務局（農業総合支援センター内）

　 ☎ 30-0283

独
身者を対象に開講している市塾「恋愛指南

塾」の第 2 回目講座を開催します。第１回

より恋愛に特化した内容で、人見知りや口下手と

感じている方でも、楽しく会話できるコツを学び

ます。ぜひ、ご参加ください。

▶日時　8 月 31 日土 18 時から（男性）

　　　　　　　　　　 19 時から（女性）

▶場所　花輪市民センター 研修室（コモッセ内）

▶講師　かさい みずえ氏

▶申込方法　電話またはメールでお申し込みくだ

さい。

▶申込締切　8 月 26 日🈷

第１回コミュニケーション講座参加者の声

　

問 政策企画課 政策推進班 ☎ 30-0205

　 E-mail seisaku@city.kazuno.lg.jp

働
き方改革に関する質問に専門家がお答えし

ます。事業主に限らず、だれでもお気軽に

ご相談ください。

▶日時　毎月第 2 木曜日（８月８日木～）

　　　　10 時～ 15 時

▶場所　まちなかオフィス 相談室

▶相談例

・有給休暇年 5 日取得の義務化について

・残業時間を減らす方法

・人手不足への対応策

・セクハラ、パワハラなど

▶申し込み　FAX で秋田働き方改革推進支援セ

ンターまで事前にお申し込みください。当日の申

し込みも可能ですが、お待ちいただく場合があり

ます。

問 産業活力課 商工・新エネ班 ☎ 30-0250

　 秋田働き方改革推進支援センター

　 ☎ 0120-695-783

　 FAX 018-823-3883

身体障害者手帳の診断や補装具の交換・修理

農地の活用状況を確認します

市塾「恋愛指南塾」 働き方改革への疑問を解決

身体障害者巡回相談（肢体）

農地パトロール（利用状況調査）

第 2回コミュニケーション講座 秋田働き方改革推進支援センター出張相談会

行政 information

国
立公園八幡平地域の雄大な自然の恵みを体

感できる観光キャンペーンを開催します。

ぜひ、ご来場ください。

▶日時　8 月 11 日日 （山の日）9 時～ 15 時

▶場所　八幡平ビジターセンター

▶内容

①体験イベント

ツリークライミング・クラフト体験・ミニガイド

ツアーなど

②鹿角の特産品販売

味噌付けたんぽの実演販売や北限の桃ジュースの

販売など

③観光 PR コーナー

鹿角の旬な観光情報や森林セラピー情報を提供

④来場者プレゼント

当日使用可能な無料入浴券やノベルティグッズ

問 産業活力課 観光交流班 ☎ 30-0248

　 ㈱かづの観光物産公社 ☎ 22-0555

8 月 11日は山の日

まるごと八幡平“体感”観光キャンペーン

消
費税引き上げの影響を緩和するため、10

月から販売するプレミアム付商品券を使用

することができる取扱加盟店を募集します。

▶募集開始　8 月 1 日木

▶申込方法　かづの商工会のホームページに掲載

されている内容をご確認いただき、取扱加盟店申

込書を記入の上、メール、FAX またはかづの商

工会に直接提出してください。

かづの商工会ホームページ

QR コードを読み取ることでホー

ムページを閲覧できます。

※医療機関や介護施設も対象となります。詳しく

は、かづの商工会（☎ 22-0050）までお問い

合わせください。

問 産業活力課

　 商工・新エネ班

　 ☎ 30-0250

起
業・創業者向けの貸事務所「インキュベー

トルーム」の入居者を募集します。入居を

希望される方は、産業活力課に必要書類を提出し

てください。

▶提出書類

①まちなかオフィス使用許可申請書

②事業計画概要説明書

③都道府県税および市区町村税の滞納がない証明書

※①と②は市ホームページからダウンロードできます。

▶提出期限　8 月 30 日金

問 産業活力課 商工・新エネ班 ☎ 30-0250

お
子さまのいる家庭を対象に、市内の皆さま

から提供いただいた、使わなくなった制服

や学用品を無料で提供します。

▶日時　8 月 24 日土 10 時～ 12 時

▶場所　福祉保健センター 1 階集団指導室

▶対象者　市内在住の小・中・高校生（新年度か

らの進学予定を含む）およびその保護者

▶提供品　市内中学校と高等学校の制服、学校指

定のジャージ、学校指定の通学カバン、柔道着（体

育の授業で使用するもの）、校章、組章、ピアニカ、

リコーダー、習字セット、絵の具セット、彫刻刀

セット

※お子さまの年齢を確認できるもの（健康保険証

や学生証）をお持ちください。

※提供数には限りがありますので、ご了承くださ

い。

　

問 子育て・長寿課 こども家庭応援班 ☎ 30-0235

　 NPO 法人子どもコンシェルジュ

　 ☎ 080-8223-3036

▶対象　小学校、中学校に在籍する第 3 子以降の

児童生徒を養育している保護者（以下の要件すべ

てに該当していること）

①平成 31 年１月１日現在、本市に住民登録していること

②第３子以降の子が、１学期の始期に小学校または中学

校に在籍しており、今後も在籍する見込みがあること

③第３子以降の子が、就学援助事業、特別支援教育就学

奨励事業の認定を受けていないこと

④世帯内において市税および学校集金に滞納がないこと

※第３子とは、同一の戸籍謄本または出生届の受

理証明書に登載されている出生年月日順が３番目

の子のことです。ただし、離婚などにより養育し

ていない子は数に含みません。

問 総務学事課 学事指導班 ☎30-0291

加盟店を募集します

起業・創業をお考えの方へ

中学校・高校の制服や学用品などをお譲りします

申請受付を開始します

プレミアム付商品券取扱加盟店を募集

まちなかオフィス入居者募集

鹿角市子育て応援リユース事業

かづのの宝育成支援補助金（小中学校）

　かづのの宝育成支援補助金

補助金の額

・小学校に在籍する第３子以降の子１人につき、

年額 12,000 円（月額 1,000 円）

・中学校に在籍する第３子以降の子１人につき、

年額 24,000 円（月額 2,000 円）

手続き方法
必要書類（戸籍謄本など）を 9月 30日🈷までに

在籍する学校または市教育委員会に提出

募集物件
①インキュベートルーム B（15.08㎡）

②インキュベートルームC（14.63㎡）

月額使用料
10,000 円（電気料・通信料・駐車場代含む）

※市外在住者が転入して使用する場合は無料

入居要件

※②・③は、
どちらか一方
に該当する者

①農林漁業、保険・金融業、風俗法の許可また

は届け出が必要な業種以外の業種

②創業を計画しており、施設の使用を開始する

日以後 1年以内に事業を開始する者

③創業後 1年以内の個人もしくは法人

入居期間 入居許可日から 3年以内

25％もお得な

プレミアム商品券

・おもしろい内容で良

かったので、また参加し

たいです。

・自分のことを知ること

ができる良い機会でし

た。


